
５ 自然と調和した快適で暮らしやすいまち （1）魅力ある都市空間と快適な居住環境の形成

市民連携活動事業
（うち空家対策関係）

根拠法令：空家等対策の推進に関する特別措置法
岩見沢市における空き家等の適正な管理に関する条例
岩見沢市不良空家除却補助金交付要綱

関連計画：第２次岩見沢市空家等対策計画

事業の目的

事業の概要

令和８年度予算額 ８９６万円
（うち不良空家等除却補助金関係 ５００万円）

市民環境部市民連携室

新
規

拡
充

変
更

８６

●市内に所在する専用住宅または共同住宅、兼用住宅であること
●不良空家と判定された住宅であること
●所有権以外の権利が設定されていないこと
●不良住宅等に付属する門塀等の工作物等を除却し、更地とする工事

●補助対象となる不良空家の所有者または相続人（法人は対象外）
●市民は市税（市民税、固定資産税）、市外は固定資産税の滞納がないこと
●空家の除却に関して、他の補助金を受けていないこと
●暴力団員及び暴力団員等並びに暴力団関係事業者でないこと

●補助率 補助対象経費の1/2 ※消費税相当額除く（千円未満切り捨て）
●補助限度額 50万円

補助率及び補助限度額

補助対象

補助対象者

事業開始年度 平成25年度

【事業の経過】

不良空家除却補助金の概要

不良空家 解体中 更地

岩見沢市空家等対策計画 策定平成30年度

岩見沢市不良空家除却補助金創設令和元年度

区分 R３ R４ R５ R６

現地確認件数 1,524 1,361 1,372 1,370

指導件数 406 455 476 391

是正件数 123 106 109 70

管理不全な空き家の対応実績 （単位：件）

区分 R３ R４ R５ R６

新規登録数 92 46 53 73

登

録
抹
消

解体 40 29 28 8

居住 17 25 25 20

管理不全解消 2 2 11 1

当年度末空家数 365 355 344 388

不良空家除却補助金交付実績

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

7件 3,275千円 9件 4,200千円 3件 1,500千円 4件 2,000千円

第２次岩見沢市空家等対策計画 策定令和５年度

市民が安全で安心できる生活環境の保全と空家等の活用を促進するため、総合的な空家等対策を推進します。

第２次岩見沢市空家等対策計画に基づき、管理不全な空家のパトロールや所有者への指導、不良空家の除却を促進し
ます。



・経年劣化した市営住宅の大規模改修工事
（日の出南団地2号棟：1棟・１８戸）
➡外壁、屋上防水、照明・給油設備等改修の実施

（3西16団地1号棟：1棟・32戸）
➡配管等改修の実施

（日の出台団地4棟150戸、北1条団地1棟50戸）
➡共用部照明LED化改修の実施

区分 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

団 地 建 設

6条中央 6条中央 6条中央 6条中央

ス ト ッ ク
総 合 改 善

日の出北
（1号棟）

日の出北
（2号棟）

日の出北
（3号棟）

日の出南
（1号棟）

団 地 除 却 －
6条中央
（C棟）

【1棟16戸】
－

6条中央（B棟）
【1棟16戸】
さくら木【2棟12戸】
東町【1棟6戸】
北幌向【1棟6戸】

移 転 助 成 24件 1件 29件 9件
（R7.10末時点）

５ 自然と調和した快適で暮らしやすいまち （1）魅力ある都市空間と快適な居住環境の形成

市営住宅建設事業

根拠法令：公営住宅法、住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱

関連計画：岩見沢市住生活基本計画、岩見沢市公営住宅等長寿命化計画

【見直し等の経過】
平成30年度 岩見沢市公営住宅等長寿命化計画の更新

（計画期間：令和元年度～令和１０年度）

令和元年度 岩見沢市住生活基本計画の策定
（計画期間：令和２年度～令和１１年度）

【令和8年度の事業】
老朽化した6条中央団地の建替に係る本体工事、日の出南団地、3西16団地等の長

寿命化改修及び老朽建物の解体工事を実施します。

【事業実績】

令和８年度予算額

事業の目的

事業の概要

住宅に困窮する低額所得者に対し安定した住環境を提供するため、市営住宅の長寿命化を行います。

市が管理している住宅は、昭和期に建設されたものも多く、これらが更新時期を迎えていることから「岩見沢市公営
住宅等長寿命化計画」により計画的に整備します。

・老朽化した市営住宅の建替え
（６条中央団地：本体工事）

➡まちなか居住と市営住宅の適正な集約・再編の推進

市営住宅建設

８億１，２３２万円

建設部建築課

・建替えや団地集約のための移転助成
6条中央団地A号棟など

➡用途廃止による移転費用を助成し、老朽建物の解体を推進

移転助成

６条中央団地(A)

本 体 工 事

新
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外 壁 ・ 屋 上
内窓・給油設備等

本 体 工 事 ・
外 構 工 事 等

日の出南団地

外 壁 ・ 屋 上
内窓・給油設備

本 体 工 事 ・
外 構 工 事 等

外 壁 ・ 屋 上
内窓・給油設備等

６条中央団地

８7

本 体 工 事

外 壁 ・ 屋 上
給油・照明設備等

長寿命化

3西16団地



５ 自然と調和した快適で暮らしやすいまち （２）快適な道路環境の確保

道路新設改良事業

根拠法令：道路法
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律

関連計画：岩見沢市道路整備５箇年計画、岩見沢市橋梁長寿命化修繕計画等

事業の目的

事業の概要

快適な市民生活と地域社会の活性化を図るうえで不可欠な社会資本である道路の整備を進めます。

令和８年度予算額

建設部土木課

１６億９，２９０万円

道路の状態や利用状況、地域からの要望等により、道路改良、防じん処理、側溝整備などに取り組むほか、各種個別
施設計画に基づき橋梁、舗装等の長寿命化対策を進めます。

新
規

拡
充

変
更

橋梁修繕

舗装修繕

８８

道路改良



５ 自然と調和した快適で暮らしやすいまち （２）快適な道路環境の確保

街路事業

根拠法令：道路法
都市計画法

関連計画：岩見沢市都市計画マスタープラン

令和８年度予算額

事業の目的

事業の概要 岩見沢市都市計画マスタープランに「都市内ループ道路」として位置づけている西20丁目通Ⅱ期工区の早期着工に向
け、JR北海道など関係機関との協議・調整を進めます。

都市計画道路(街路)の整備を推進し、市街地における交通渋滞の緩和、利便性や防災性の向上を図ります。

【西２０丁目通 都市計画法に基づく手続経過一覧】

標準断面

事業箇所

１，０００万円

建設部都市計画課

H24.  6.19

H24. ６.２８

H３０.１１.３０

Ｒ 2.  3.  2

Ｒ ４.  3.１６

R 5.  ８. ８

西２０丁目通（１２号通～４条通）都市計画決定

岩見沢都市計画道路事業
西２０丁目通Ⅰ期工区事業認可取得

西２０丁目通Ⅰ期工区供用開始

西20丁目通Ⅱ期工区
（４条通～北３条通）都市計画決定

岩見沢都市計画道路事業
西２０丁目通Ⅱ期工区事業認可取得

西20丁目通Ⅱ期工区
（４条通～北３条通）都市計画変更（下幅）

（単位：ｍ）

＜西２０丁目通Ⅰ期工区＞
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規
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充
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更

８９

完成イメージ図

令和８年度事業内容 鉄道交差部の協議資料作成

CL

4.5 4.5

3.0 1.5

植樹帯 植樹帯

1.5 1.51.53.0 3.0 3.0

9.0

18.0



鉄道や路線バスが運行
していない地域をカバー
します。

５ 自然と調和した快適で暮らしやすいまち （３）公共交通の利便性の向上

生活交通確保対策事業

根拠法令：地域公共交通の活性化及び再生に関する法律ほか

関連計画：岩見沢市地域公共交通計画、南空知地域公共交通計画
北海道交通政策総合指針、さっぽろ連携中枢都市圏地域公共交通計画

事業の目的

事業の概要

人口減少や高齢化の進行等に対応した、持続可能な公共交通網の構築を進め、市民生活の足の確保を図ります。

ＪＲや路線バスなどの維持や利用促進に取り組むとともに、これらの公共交通機関の利用が難しい地域はデマンド型
乗合タクシー等でカバーするなど、民間事業者と協力して面的な公共交通ネットワークの構築に取組みます。

【主な事業経過】

道内外の都市等と岩見沢
市を短時間で結び、多く
の人や物を運びます。

鉄道

路線バス

乗合タクシー等

令和８年度予算額 ９，５９３万円

企画財政部企画室

岩見沢市の公共交通の目指す姿

▶市内の主要な居住地と中心拠点を結ぶ公共交通ネットワークを形成する。
▶住民・行政・交通事業者が連携して持続性と利便性のバランスを図る。
▶都市機能が効果的に結ばれたまちづくりと一体となった公共交通を確保

する。

地域の事情に応じた運行体系の実現

北海道公共交通利用促進運動シンボルロゴ

市内路線のほか、岩見
沢市と近郊の市町村と
を結ぶ郊外路線など、き
め細かく人を運びます。

新
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９０

平成27年 岩見沢市地域公共交通活性化協議会 設置（1月）

平成28年 「岩見沢市地域公共交通網形成計画」策定 （6月）

平成29年 民間バス路線の再編を実施（10月）

平成30年 デマンド型乗合タクシー運行開始（4月）

JR室蘭線活性化連絡協議会設立（11月）

令和 3年 「岩見沢市地域公共交通計画」策定（6月）

令和 4年 東部丘陵線コミュニティバス 運行開始（4月）

令和 ７年 中央バス月形線運行終了に伴い岩見沢月形線運行開始（4月）

持続性 利便性

・生活拠点への

アクセス維持

・新たな交通

モードの検討

・利用しやすい

ダイヤの設定

・分かりやすい

案内体制

バランス公共交通の
確保



５ 自然と調和した快適で暮らしやすいまち （４）上下水道の適正な運営

送水管・配水管整備事業

根拠法令：水道法

関連計画：岩見沢市地域水道ビジョン兼経営戦略
送・配水管整備計画

事業の目的

事業の概要

「地域を支える持続可能な上下水道」を基本理念として、安全で快適なライフライン機能の充実を図ります。

老朽化した送水管・配水管を寿命が長く耐震性のある管に更新します。また、水道施設の更新及び耐震化を行い、安
全な水の安定供給に努めます。

区分 R4 R5 R6

送・配水管整備延長(A) ５,３９９．３ 6,257.3 4，892.8

うち更新分 ３,０３８．４ 5,232.1 4，109.8

うち新設分 ２,３６０．９ 1,025.1 783.0

送・配水管総延長(B) １,１３５,４６６．０ １,１３8,037.6 1，137，715.0

うち法定耐用年数超(C) 380,792.0 413,765.3 434，073.2

経年化率(※1)(C)/(B) 33.5 36.4 38.2

耐震化率(※2) 27.6 28.1 28.5

区分 R4 R5 R6

予算額 773,256 905,729 830，152

決算額 ６５５,9２８ 766，076 722，237

【送水管】
・第１送水管外１路線 （φ300・500・600 L=580m）

〈幹線〉
・4条幹線外3路線 （φ200・250・300 L=940m）

〈支線〉
・１０条線外１3路線 （φ50～φ１50 L=3,080ｍ）

送・配水管整備状況

予算・決算額の推移

令和8年度事業概要（単位：ｍ 、％）

（単位：千円）

【配水管】

※1 法定耐用年数 40年 ※2 基幹管路

水道事業会計

令和８年度予算額 ８億３，３０８万円

水道部水道課
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９１



５ 自然と調和した快適で暮らしやすいまち （４）上下水道の適正な運営

根拠法令：下水道法

関連計画：岩見沢市公共下水道事業計画
岩見沢市下水道ストックマネジメント計画

事業の目的

事業の概要

「地域を支える持続可能な上下水道」を基本理念として、安全で快適なライフライン機能の充実を図ります。

下水道施設の計画的な整備と改築を進め、公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全を図るとともに、大雨による浸水
被害を防ぐなど市民生活の安全と安心に努めます。

岩見沢市下水道ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設
の改築を実施し、人口減少に伴う施設規模の適正なダウンサイジ
ングや広域化による施設の統合を図りながら効率的に事業を継
続していきます。

改築事業

事業名 事業費（千円） 期間

南光園処理場改築 5,532,965 Ｈ26～Ｒ9

幌向終末処理場改築 285,000 Ｒ6～R7

栗沢下水道管理センター改築 135,780 R５～Ｒ10

普及促進事業

事業名 事業費（千円） 期間

公共桝設置 41,372 毎年
・管路施設改築事業（人孔上部更新・管路施設改築更新・管路調査）
・公共桝設置 21か所

・公共下水道全体計画変更図書作成
（現計画期間が令和９年度末となっている公

共下水道全体計画及び公共下水道事業計画
の変更に向けて、令和８年度は全体計画変更
図書の作成を行います。
※公共下水道全体計画～下水道法第４条に
基づく公共下水道事業計画の上位計画に位
置付けられ、下水道事業の骨格を決める重要
な計画）

南光園処理場

幌向終末処理場

令和８年度事業概要公共下水道事業計画

下水道築造事業
下水道事業会計

令和８年度予算額 １３億２，４５４万円

水道部下水道課

改築事業

・南光園 汚泥消化タンク設備改築工事
（機械・電気）

・南光園 汚泥脱水設備改築工事
（機械・電気）

広域化推進総合事業

広域化推進総合事業

事業名 事業費（千円） 期間

南光園処理場汚泥処理施設共同化 4,953,792 R3～Ｒ１2

新
規

拡
充
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更

９２

栗沢下水道管理センター



公園
種別

公園数
遊 具

ブランコ・
すべり台等

修景施設
パーゴラ・
噴水等

休養施設
ベンチ・
四阿等

管理施設
フェンス・
照明等

便益施設
水飲台等

その他
園路・階段・広

場等

街区
公園 145 553 27 503 480 104 18

近隣
公園 10 28 3 130 114 10 10

地区
公園 3 18 5 121 98 9 17

総合
公園 4 17 61 215 366 32 49

都市
緑地 14 34 10 193 193 16 6

計 176 650 106 1,162 1,251 171 100

５ 自然と調和した快適で暮らしやすいまち （５）緑豊かなまちづくりの推進

公園造成事業

根拠法令：都市公園法、公園施設長寿命化計画策定指針、
都市公園における遊具の安全確保に関する指針

関連計画：岩見沢市公園施設長寿命化計画

事業の目的

事業の概要

子どもから高齢者まで誰もが集い、安全に安心して楽しむことができる安らぎのある公園・緑地の整備を進めます。

公園に設置してある遊具や休養施設を定期的に点検・診断し、診断結果・利用状況・周辺の公園施設の整備状況を踏
まえ、公園の機能を見直しながら、計画的に更新を行います。

■公園施設の改築・更新

○公園施設長寿命化対策
にれの木公園外２公園の老朽化した遊具等を更新し、子どもの動

線や雪の影響を考慮した配置に変更します。

長寿命化計画対象公園施設数内訳 （令和8年2月現在）

令和８年度予算額 １億５，０４９万円

建設部公園緑地環境課

【見直し等の経過】
平成21年度 岩見沢市公園施設長寿命化計画策定
平成25年度 岩見沢市公園施設長寿命化計画見直し
平成30年度 岩見沢市公園施設長寿命化計画見直し
令和 ５年度 岩見沢市公園施設長寿命化計画見直し

（岩見沢市公園施設長寿命化計画）
公園利用者の安全性の確保及びライフサイクルコスト縮減の観点から、
公園施設の適切な修繕（改築）や計画的な長寿命化対策など、予防保全
型管理による計画的な改築等に係る取組を推進することを目的とする。
※予防保全型管理とは～施設機能の保全に支障となる劣化や損傷を未然に防止

するため、日常的な維持保全に加え、定期的な健全度調査を実施し、計画的な

補修、更新を行うこと。特に、遊具については、事故防止を最優先とするため、

予防保全型管理とする。

更新

新
規

拡
充

変
更

○

総施設数：3,440施設

９３

更新前の木製遊具

■水明公園の整備【拡充】

新病院整備に合わせ公園の再整備を行い市民交流活動を促進
することで、緑豊かなまちづくりに対する市民満足度の向上を目指
します。令和８年度は実施設計及び造成工事を行います。

腐食しにくい鋼製遊具に

インクルーシブル遊具（イメージ） 噴水（イメージ）



５ 自然と調和した快適で暮らしやすいまち （６）環境の保全と循環型社会の形成

脱炭素・環境対策事業

根拠法令：地球温暖化対策の推進に関する法律
岩見沢市太陽光発電設備等導入補助金交付要綱

関連計画：地球温暖化防止実行計画（区域施策編、事務事業編）

事業の目的 市民が安全・安心で快適に暮らせる環境にやさしいまちづくりを推進します。

事業の概要 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、公共施設の脱炭素化を図るとともに、家庭における太陽光発電設備な
どの再生可能エネルギー設備の導入や省エネルギー化を支援します。

９５５万円

市民環境部環境保全課

【事業の経過】

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、岩見沢市が実施する事
務や事業について、地球温暖化対策計画に即した省エネルギーや省資
源、廃棄物の減量化などの取り組みを推進し、温室効果ガス排出量を
削減することを目的として策定。
【基準】2013年 50,804.3t-CO2
【目標】2030年 25,402.0t-CO2 削減率50%

●事務事業編（平成18年度策定、平成30年度改訂、令和5年度改訂）

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、地域における再生可
能エネルギーの最大限導入など、市・市民・事業者の3者がそれぞれ
主体の協働により、市全体で取り組んでいく必要があることから、新
たに区域施策編を策定。
【基準】2013年 920.04千t-CO2
【目標】2030年 493.63千t-CO2 削減率46％

●区域施策編（令和5年度策定）

地球温暖化防止実行計画

住まいのゼロカーボン化推進

太陽光発電設備等導入補助の交付実績

令和４年度 令和5年度 令和6年度

交付件数 22件 25件 22件

内、既存住宅 6件 11件 11件
交付額 3,300,000円 3,750,000円 3,000,000円
内、道補助額 600,000円

公共施設の脱炭素化推進

公共施設の脱炭素化に向けて、照明の
点灯時間が長い施設や、設置個数の多
い施設について、調査・設計に基づく
ＬＥＤ化改修を行います。

エネルギーの効率的活用の推進

岩見沢市で最もポテンシャルが高い再生
可能エネルギーは、太陽光発電となって
おり、カーボンニュートラル実現の中で
も最も有効な施策の一つといえます。
今後も普及拡大に向け、「岩見沢市太陽
光発電設備等導入補助金」による支援の
ほか、啓発活動などに取り組みます。

太陽電池の仕組み
出典：資源エネルギー庁WEBサイト・セミナー、講演会、展示会

・太陽光発電設備等導入補助 ※設置費用の10％
太陽光発電設備＋定置用蓄電池（最大15万円）
定置用蓄電池のみ（最大7万5千円）

地球温暖化防止実行計画（区域施策編）取組方針2に基づき、地域脱炭
素化に向けた重点取組として掲げている「住宅の省エネルギー化」に取
組む。特に、住宅への自家消費型太陽光発電設備や定置用蓄電池の導入
支援を行い、再生可能エネルギーの自家消費を推進する。
令和6年度より既存住宅への導入について道補助を活用（補助率50％）

令和８年度

有明交流プラザのLED化

東山公園庭球場のLED化

令和８年度予算額 ９６０万円

新
規

拡
充

変
更

９４



５ 自然と調和した快適で暮らしやすいまち （６）環境の保全と循環型社会の形成

ごみ処理対策事業

根拠法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律
容器包装に係る分別収集及び再商品化に関する法律

関連計画：岩見沢市一般廃棄物処理基本計画

事業の目的

事業の概要

令和８年度予算額

市民環境部廃棄物対策課

新
規

拡
充

変
更

９５

【ごみ排出量の推移】 （単位：ｔ）

ごみ処理手数料

不法投棄・不適正排出対策の取組み

監視パトロール

2週間を目安に全てのごみ
ステーションを巡回し、不法
投棄や不適正排出の未然
防止・早期発見に努めます。
特に排出状況が悪いごみス
テーションは巡回頻度を増
やし、重点的に対応します。

適正排出の情報発信

広報やホームページやデジ
タルサイネージを活用し、分
別方法など適正排出に向け
た周知を行います。

不適正排出ごみ
収集指導啓発

指定ごみ袋を使わずに排出
されるなどして、ごみステー
ションに残された不適正排
出ごみを収集し、開封調査
により排出者を特定し、指導
啓発を行います。

H27.1 家庭ごみの分別区分を現行の7区分に変更
H27.4 いわみざわ環境クリーンプラザ（いわ☆ぴか）供用開始

ごみ処理手数料の導入（有料化）
R4.10 充電池の収集開始

区 分 令和4年度 令和5年度 令和6年度

家
庭
系

ごみ排出量Ⓐ 16,785 16,316 15,634

Ⓐ対26年(有料化前)減量率(%) 21.2 23.4 26.6

一般ごみ1人
1日あたり(ｇ)Ⓑ

502 498 485

Ⓑ対26年(有料化前)減量率(%) 17.8 18.5 20.6

事業系ごみ排出量 6,815 6,719 6,516

ごみ総排出量 計 23,600 23,035 22,150

【事業の経過】

【家庭系ごみの主な組成】（燃やせるごみ）

資源ごみの内
約７割は紙類

燃やせるごみの内
約5割は生ごみ

生ごみの内
約８割は水分

※R7.2調査実施

１４億５，２７６万円

ごみ処理三原則（減量、再生利用、自然にやさしい処理）を推進し、清潔で住み良い環境づくりを進めます。

一般家庭から排出されるごみや資源を、迅速かつ適正に収集し衛生的に処理するとともに、ごみの減量化・再資源化
を促進し、不適正排出への指導と対策を講じます。

燃やせるごみ
93.4％

資源ごみ
6.3％

燃やせないごみ
0.3％

紙類
75.4％

プラスチック製容器包装
15.7％

びん・缶・ペットボトル
8.9％

生ごみ
47.3％

衣類・プラス
チック製品等

52.7％

区 分 手 数 料

家

庭

系

ご

み
（
市

収

集
）

1ℓあたり
3円

1ℓあたり
3円

1点あたり
80円

1点あたり
300円・600円

10kgあたり
150円

燃やせる 燃やせるごみ

燃や
せない

燃やせないごみ

枝木類
指定ごみ袋に入らない場合で、
長さ１ｍ、直径３０㎝以内に縛った
もの

大型ごみ
最大辺2ｍ、重量100kg
以下もの

家庭系・事業系ごみ（直接搬入）

【おむつ等の無料収集】
●無料で出せるもの
・ 紙おむつ
・ 布おむつ
・ 尿取りパッド
・ お尻拭き
・ ストーマ装具

→燃やせるごみの日に、透明または半透明
の袋で出す

いわみざわ環境クリーンプラザ（いわ☆ぴか）



５ 自然と調和した快適で暮らしやすいまち （６）環境の保全と循環型社会の形成

ごみ減量化推進事業

根拠法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律
容器包装に係る分別収集及び再商品化に関する法律

関連計画：岩見沢市一般廃棄物処理基本計画

事業の目的

事業の概要

ごみ処理基本計画に基づき、ごみの減量・再資源化（減量行動7R）に取組み、循環型社会の形成を目指します。

「ごみのよりよい始末を進める市民会議」等と協働し、各種イベントを通じ、ごみの減量行動を普及啓発するととも
に、町会や家庭などでの取組みの支援を行います。

【助成金実績】 （単位：個、万円）

ごみ減量化・再資源化への協働啓発事業

自転車抽選販売会
・大型ごみのリユース

啓発活動
・お祭り等での啓発ティッシュ
配布

町会・自治会・家庭等に対する助成制度の概要

区 分 概 要

ごみステーション
整備費助成

・ごみステーションの設置や修繕 ⇒ ５割
・複数のごみステーションの集約 ⇒ ８割

リサイクルステーション
整備費助成

・リサイクルステーションの設置や修繕 ⇒ 8割
・リサイクル専用回収容器 ⇒ 新設:10割・更新:5割

生ごみ減量・資源化
支援助成

・家庭が取り組む、生ごみの堆肥化を支援
（生ごみ容器、電動生ごみ処理機の購入費用など）

集団資源回収奨励金 ・町会や団体等が主体となって行う資源回収に対し、
奨励金を交付

衣類のくるくる市
・衣類の再利用

【事業の経過】

令和８年度予算額 １，６９４万円

市民環境部廃棄物対策課

区 分
令和4年度 令和5年度 令和6年度

個数 助成額 個数 助成額 個数 助成額

ごみステーション整備 60 143 51 94 52 198

リサイクルステーション整備 23 179 20 131 20 147

リサイクル専用回収容器 103 43 123 67 85 32

生ごみ容器（コンポスト等） 85 43 48 23 49 25

電動生ごみ処理機 7 14 9 14 14 27

●ごみステーション整備助成
H25まで 新設1/3 更新・修繕 1/60 上限 3万円
H２６・２７ 新設・更新・修繕 8/10 上限 8万円
H２８から 新設・更新・修繕 1/2 上限 6万円
H２９から 追加 ごみステーション集約 8/10 上限 10万円

●リサイクルステーション整備助成
H12から 新設・更新・修繕 8/10 50万円を超える場合は1/2
H28から 新設・更新・修繕 8/10 10万円を超える場合は1/2
Ｒ ５から 追加 リサイクルステーション 8/10 上限 １０万円

●生ごみ容器(コンポスト等)助成
H１１まで 助成率1/2 上限 2千円
H１２から 助成率9/10 上限6.6千円

●集団資源回収奨励金
H26から 資源物1kgにつき2円交付

新
規

拡
充

変
更

９６



５ 自然と調和した快適で暮らしやすいまち （７）地域情報化の推進
新
規

拡
充

変
更

９７

令和８年度予算額

地域情報化推進事業

事業の目的

事業の概要

根拠法令：デジタル田園都市国家構想基本方針
デジタル田園都市国家構想総合戦略 ほか

関連計画：岩見沢市総合戦略

１，５７５万円

企画財政部情報政策課

事業開始年度 平成９年度
（令和６年度に「ICT活用型総合戦略事業」を本事業に統合・再編）

【事業の経過】
〇産学官連携によるICT・デジタル技術を活用したサービス
平成19年度 児童見守りシステムサービス開始
平成25年度 ・市民気象情報の配信～市内13か所に気象観測機器を構築し、

得られたビッグデータの解析による営農支援に関する各種予
測情報を提供
・高精度位置情報配信サービスの開始～RTK-GNSS基地局
を構築し、デジタル無線方式とインターネット方式（Ntrip）によ
る位置情報を提供（スマート農業や未除雪路線における除排
雪作業で活用）

令和 ３年度 準天頂衛星「みちびき」から発信されるセンチメータ級測位補
強システム（CLAS）の位置情報とGISデータを活用した除排
雪管理・作業支援システムの検証

令和 ５年度 ・公開型GIS（いわまっぷ）サービス開始
・岩見沢市ライブカメラ運用開始
・公衆無線LANサービス開始（機能向上・新機能）
・未除雪路線におけるCLASとGISデータを活用したガイダンス
システムの運用開始

令和 ６年度 ・クラウド管理型デジタルサイネージ運用開始
・除排雪管理・作業支援システム運用開始

令和３年度 台数（台） 所有者数（経営体）

GNSSガイダンス 410 226

自動操舵システム 288 165

RTK-GNSS 240 145

※出典：岩見沢市農務課「農業振興ビジョン策定に係る農業者意向調査）」

ＩＣＴ・デジタル技術活用

ICT基盤の高度化

公開型GIS（いわまっぷ）

地域BWA

遠隔監視制御

ロボット農機による

無人作業

5G・ローカル5G

AI

デジタルインフラ

➢ICT基盤（光ファイバ網、地域BWA網、Wi-Fi網）

➢施設基盤（自治体ネットワークセンター、テレワーク

センター、新産業支援センター、データセンター）

オープンデータ・ビッグデータ

市民生活のDX 経済活動のDX

CLAS

農業・除排雪

CLAS

児童見守り

気象観測機器

産学官連携

市民生活の質の向上
（Quality of life）

地域経済の活性化
（Local economy）

RTK-GNSS

公衆無線LAN

ライブカメラ

地域社会DX

産学官による有機的連携を図り、地域社会におけるＤＸの推進に向けた取組みを進めます。

地域特性であるＩＣＴ環境を最大限に活用し、市民や企業等がＩＣＴ・デジタル技術活用による恩恵を享受し実感で
きる機能を社会実装するなど、地域社会ＤＸ推進による持続可能な地域社会の実現を目指します。
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５ 自然と調和した快適で暮らしやすいまち （７）地域情報化の推進

令和８年度予算額

新
規

拡
充

変
更

○
高度情報通信基盤整備事業

事業の目的

事業の概要

８，０３４万円

企画財政部情報政策課

根拠法令：電気通信事業法、電波法

関連計画：

事業開始年度 平成10年度

【事業の経過】
平成10年度～ 自営光ファイバ網の整備拡大（平成9年度整備開始）

※基礎自治体による自営光ファイバ網の整備は全国で初
平成17年度～平成２１年度

ＦＷＡ整備（大願、稔、幌向、上幌向、上志文、北村、栗沢）
※平成18年度サービスイン

平成30年度～令和２年度
地域ＢＷＡ整備（北村、大願、稔、幌向、上幌向、栗沢、上志文 他）
※令和元年度サービスイン

令和 ３年度 FTTH整備エリア拡大（栗沢、上志文、北村の一部 他）
※令和4年度サービスイン

令和 ５年度 FTTH整備エリア拡大（北村、大願、稔 他）
⇒未整備エリア全域の整備が完了
※令和6年度サービスイン

令和 ８年度 FTTHの市内全域整備に伴い、デジタル・ディバイド対策として対
象地域で提供してきた地域BWAサービスを終了（年度途中で終
了予定）

光ファイバ網 R６年度末

総延長 210.1ｋｍ

【自営光ファイバ網の整備】
・接続施設数：１０５施設

【地域ＢＷＡサービスの提供エリアにおける利用件数】

種別 R3年度末 R4年度末 R5年度末 R６年度末

地域ＢＷＡ 256件 201件 174件 76件

FTTH ０件（未提供） 592件 743件 765件

ＩＣＴ利活用による「市民生活の質の向上」や「地域経済の活性化」を目指します。

教育や医療、農業、防災、行政など様々な分野におけるＩＣＴ利活用の促進に向け、自営光ファイバ網などの情報通
信基盤の安定かつ高度運用を推進します。

ＩＣＴ基盤（自営光ファイバ、ICT関連施設）活用状況


